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１ 

【兵庫県立文化会館の設置及び管理に関する条例】 

昭和45年３月31日条例第13号 

改正 

昭和46年３月25日条例第21号 

昭和47年10月11日条例第33号 

昭和49年３月27日条例第30号 

昭和50年３月18日条例第29号 

昭和50年10月９日条例第46号 

昭和54年３月14日条例第17号 

昭和55年３月26日条例第７号 

昭和55年12月18日条例第44号 

昭和56年３月27日条例第11号 

昭和57年３月27日条例第10号 

昭和57年９月23日条例第34号 

昭和58年３月16日条例第10号 

昭和59年３月28日条例第５号 

昭和59年６月29日条例第24号 

昭和62年３月14日条例第５号 

昭和63年３月26日条例第７号 

平成５年３月29日条例第５号 

平成８年３月27日条例第６号 

平成15年３月17日条例第７号 

平成16年３月26日条例第７号 

平成16年３月26日条例第８号 

平成17年３月28日条例第11号 

平成17年９月21日条例第60号 

平成18年９月28日条例第53号 

平成19年３月16日条例第９号 

平成22年３月19日条例第６号 

平成23年３月17日条例第５号 
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平成24年３月21日条例第８号 

平成26年３月20日条例第８号 

平成29年３月23日条例第７号 

平成31年３月19日条例第５号 

兵庫県立丹波文化会館の設置及び管理に関する条例をここに公布する。 

兵庫県立文化会館の設置及び管理に関する条例 

（設置） 

第１条 青少年及び成人の教養を高め、並びに地域文化の向上及び地域スポーツの振興を図るため、

兵庫県立文化会館（以下「文化会館」という。）を置く。 

（名称及び位置） 

第２条 文化会館の名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 位置 

兵庫県立西播磨文化会館 たつの市新宮町宮内 

兵庫県立淡路文化会館 淡路市多賀 

（業務） 

第３条 文化会館は、その目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。 

(１) 文化的行事を開催すること。 

(２) 社会教育及び学校教育に関する講座を開設し、並びに講習会、講演会、展示会等を開催し、

並びにこれらのため施設を利用させること。 

(３) 郷土資料及び美術品を収集し、及び展示すること。 

(４) 図書及び視聴覚教材を整備し、並びにこれらを利用させること。 

(５) スポーツに関する行事等を開催し、及びこれらのために施設を利用させること。 

(６) 教育、文化及びスポーツに関する相談に応ずること。 

(７) 前各号に掲げるもののほか、文化会館の目的を達成するために必要な業務 

（利用の許可） 

第４条 別表に掲げる文化会館の施設を利用しようとする者は、教育委員会の許可を受け、当該施

設の利用に係る料金を納めなければならない。 

（利用の許可の取消し） 

第５条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前条の許可の全部又は一
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部を取り消すことができる。 

(１) 偽りその他不正の手段により前条の許可を受けたとき。 

(２) 文化会館の設置の目的又は前条の規定により許可を受けた利用の目的以外の目的に文化会

館の施設を利用し、又は利用しようとするとき。 

(３) 文化会館の施設若しくは設備を損傷し、又はそのおそれがあるとき。 

(４) 文化会館の管理者の指示に従わないとき。 

(５) 前各号に掲げるもののほか、文化会館の管理上支障があるとき。 

（原状回復の義務等） 

第６条 文化会館の施設を利用する者は、その責めに帰すべき理由によりその施設又は設備を滅失

し、又は損傷したときは、これを原状に回復し、又はこれに要する費用を負担しなければならな

い。 

（管理） 

第７条 教育委員会は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の２第３項の規定により、文化

会館の管理を指定管理者（同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。）に行わせる。 

２ 第４条に規定する料金（以下「利用料金」という。）は、指定管理者にその収入として収受さ

せる。 

３ 利用料金の額は、別表に定める基準額に0.5を乗じて得た額から当該基準額に1.5を乗じて得た

額までの範囲内の額で、指定管理者が教育委員会の承認を受けて定めるものとする。ただし、利

便施設について、公募に付して、価格その他の条件が最も有利なものをもって申込みをした者に

利用させる場合にあっては、その者の申込みに係る価格に相当する額とする。 

４ 指定管理者は、教育委員会の承認を受けた基準により、利用料金の全部又は一部を免除し、又

は返還することができる。 

（補則） 

第８条 この条例に定めるもののほか、文化会館に関して必要な事項は、教育委員会規則で定める。 

附 則 

この条例は、昭和45年４月１日から施行する。 

附 則（昭和46年３月25日条例第21号） 

この条例は、昭和46年４月１日から施行する。 

附 則（昭和47年10月11日条例第33号） 

この条例は、昭和47年11月１日から施行する。 
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附 則（昭和49年３月27日条例第30号） 

この条例は、公布の日から起算して３箇月をこえない範囲内において教育委員会規則で定める日

から施行する。（昭和49年教育委員会規則第11号で、同49年６月１日から施行） 

附 則（昭和50年３月18日条例第29号） 

この条例は、昭和50年４月１日から施行する。 

附 則（昭和50年10月９日条例第46号） 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から起算して３箇月を超えない範囲内において教育委員会規則で定める

日から施行する。（昭和50年10月教育委員会規則第18号で、同50年11月１日から施行） 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日前に、改正前の兵庫県立文化会館の設置及び管理に関する条例第５条第１

項の規定に基づき使用の許可を受けた者に係る使用料の額については、改正後の兵庫県立文化会

館の設置及び管理に関する条例別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

附 則（昭和54年３月14日条例第17号抄） 

（施行期日） 

１ この条例は、昭和54年４月１日から施行する。ただし、第２条中別表の改正規定（丹波文化会

館の部団体で利用する場合の款体育室の項及びトレーニング室の項並びに同部個人で利用する場

合の款体育室の項及びトレーニング室の項に係る部分に限る。）は、公布の日から起算して３箇

月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。 

（昭和54年６月規則第70号で、同54年６月10日から施行） 

３ この条例の施行の日前に第２条の規定による改正前の兵庫県立文化会館の設置及び管理に関す

る条例第５条第１項の規定に基づき使用の許可を受けた者に係る使用料の額については、第２条

の規定による改正後の兵庫県立文化会館の設置及び管理に関する条例の規定にかかわらず、なお

従前の例による。 

附 則（昭和55年３月26日条例第７号） 

この条例は、公布の日から起算して３箇月を超えない範囲内において規則で定める日から施行す

る。（昭和55年５月規則第60号で、同55年６月１日から施行） 

附 則（昭和55年12月18日条例第44号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和56年３月27日条例第11号） 



5 

 

（施行期日） 

１ この条例は、昭和56年４月１日から施行する。ただし、第26条の規定は、同年５月１日から施

行する。 

（経過措置） 

２ 昭和56年度に兵庫県立学校に入学しようとする者の入学考査料の額については、第２条の規定

による改正後の兵庫県立学校授業料等徴収条例（以下「改正後の授業料等徴収条例」という。）

の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

３ 昭和56年度に兵庫県立高等学校（専攻科を除く。）に入学した者に係る入学料の徴収について

は、改正後の授業料等徴収条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

４ 昭和56年４月１日前に第３条から第11条まで、第13条、第16条から第25条まで及び第27条から

第31条までの規定による改正前のそれぞれの条例の規定に基づき利用、使用又は受講の許可を受

けた者（第18条の規定による改正前の兵庫県立勤労青少年寮の設置及び管理に関する条例の規定

に基づき寮室の利用の許可を受けた者を除く。）に係る使用料又は受講料の額については、第３

条から第11条まで、第13条、第16条から第25条まで及び第27条から第31条の規定による改正後の

それぞれの条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

５ 昭和56年４月１日前に兵庫県玉津福祉センターの特別病室に入室した者に係る当該室料の額に

ついては、第12条の規定による改正後の兵庫県玉津福祉センターの設置及び管理に関する条例の

規定にかかわらず、なお従前の例による。 

６ 昭和56年度に兵庫県立厚生専門学院、兵庫県立総合衛生学院及び兵庫県立農業大学校に入学し

た者に係る入学料の額については、第14条の規定による改正後の兵庫県立厚生専門学院の設置及

び管理に関する条例の規定、第15条の規定による改正後の兵庫県立総合衛生学院の設置及び管理

に関する条例の規定及び第23条の規定による改正後の兵庫県立農業大学校の設置及び管理に関す

る条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

７ 昭和56年４月１日前に第27条の規定による改正前の兵庫県立都市公園条例の規定により発行し

た回数券については、同日から昭和57年３月31日までの間は、なお効力を有する。 

８ 昭和56年４月１日前に交付の申請をしている者に係る自動車保管場所手数料の額については、

第32条の規定による改正後の警察手数料条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

附 則（昭和57年３月27日条例第10号） 

この条例は、昭和57年４月１日から施行する。 

附 則（昭和57年９月23日条例第34号） 
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この条例は、昭和57年10月１日から施行する。 

附 則（昭和58年３月16日条例第10号） 

（施行期日） 

１ この条例は、昭和58年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）前に兵庫県立高等学校、兵庫県立厚生専門学

院及び兵庫県立総合衛生学院に在学している者の授業料（兵庫県立高等学校の通信制の課程にあ

つては、受講料。以下同じ。）の額並びに施行日前に兵庫県立大学附属幼稚園に在学している者

の保育料の額については、第２条の規定による改正後の兵庫県立学校授業料等徴収条例（以下「改

正後の授業料等徴収条例」という。）の規定、第５条の規定による改正後の兵庫県立厚生専門学

院の設置及び管理に関する条例の規定及び第６条の規定による改正後の兵庫県立総合衛生学院の

設置及び管理に関する条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

３ 施行日以後において、兵庫県立高等学校に転学、編入学又は再入学をした者（定時制の課程に

編入学した者で別に教育委員会が定めるものを除く。）の授業料の額は、改正後の授業料等徴収

条例の規定にかかわらず、当該者の属する学年の在学者に係る額と同額とする。 

４ 昭和58年度に兵庫県立学校に入学しようとする者の入学考査料の額については、改正後の授業

料等徴収条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

５ 施行日前に第３条の規定による改正前の兵庫県立青年の家の設置及び管理に関する条例の規定

に基づき利用の許可を受けた者に係る使用料の額については、第３条の規定による改正後の兵庫

県立青年の家の設置及び管理に関する条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

附 則（昭和59年３月28日条例第５号） 

（施行期日） 

１ この条例は、昭和59年４月１日から施行する。ただし、第22条の規定は、同年５月１日から施

行する。 

（経過措置） 

２ 昭和59年４月１日前に兵庫県立大学（附属幼稚園を除く。以下同じ。）に在学している者（聴

講生及び研究生を除く。以下同じ。）の授業料の額については、第２条の規定による改正後の兵

庫県立学校授業料等徴収条例（以下「改正後の授業料等徴収条例」という。）の規定にかかわら

ず、なお従前の例による。 

３ 昭和59年４月１日以後において、兵庫県立大学に転学、編入学又は再入学をした者の授業料の
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額については、改正後の授業料等徴収条例の規定にかかわらず、当該者の属する学年に在学して

いる者に係る額と同額とする。 

４ 昭和59年４月１日前に第３条から第10条まで、第12条及び第13条、第15条から第21条まで並び

に第23条から第26条までの規定による改正前のそれぞれの条例の規定に基づき利用の許可を受け

た者に係る使用料の額については、第３条から第10条まで、第12条及び第13条、第15条から第21

条まで並びに第23条から第26条までの規定による改正後のそれぞれの条例の規定にかかわらず、

なお従前の例による。 

５ 昭和59年４月１日前に兵庫県玉津福祉センターの特別病室に入室した者に係る室料の額につい

ては、第11条の規定による改正後の兵庫県玉津福祉センターの設置及び管理に関する条例の規定

にかかわらず、なお従前の例による。 

６ 昭和59年４月１日前に第27条の規定による改正前の警察手数料条例の規定に基づき交付の申請

をしている者に係る自動車保管場所手数料の額については、第27条の規定による改正後の警察手

数料条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

附 則（昭和59年６月29日条例第24号） 

この条例は、昭和59年６月30日から施行する。 

附 則（昭和62年３月14日条例第５号抄） 

（施行期日） 

１ この条例は、昭和62年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

５ 施行日前に第３条から第11条まで及び第14条から第29条までの規定による改正前のそれぞれの

条例の規定に基づき利用の許可を受けた者に係る使用料の額については、第３条から第11条まで

及び第14条から第29条までの規定による改正後のそれぞれの条例の規定にかかわらず、なお従前

の例による。 

附 則（昭和63年３月26日条例第７号抄） 

（施行期日） 

１ この条例は、昭和63年４月１日から施行する。（後略） 

附 則（平成５年３月29日条例第５号抄） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成５年４月１日から施行する。 

（経過措置） 
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５ 施行日前に第５条から第10条まで、第13条、第15条から第18条まで及び第21条から第33条まで

の規定による改正前のそれぞれの条例の規定に基づき利用の許可を受けた者に係る使用料の額に

ついては、第５条から第10条まで、第13条、第15条から第18条まで及び第21条から第33条までの

規定による改正後のそれぞれの条例の規定（中略）兵庫県立文化会館の設置及び管理に関する条

例別表丹波文化会館の部団体で利用する場合の款体育室の項及び同部個人で利用する場合の款体

育室の項、同表西播磨文化会館の部団体で利用する場合の款体育室の項及び同部個人で利用する

場合の款体育室の項並びに同表淡路文化会館の部団体で利用する場合の款体育室の項及び同部個

人で利用する場合の款体育室の項に係る部分（中略）を除く。）にかかわらず、なお従前の例に

よる。 

附 則（平成８年３月27日条例第６号抄） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成８年４月１日から施行する。（後略） 

附 則（平成15年３月17日条例第７号抄） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成15年４月１日から施行する。（後略） 

附 則（平成16年３月26日条例第７号抄） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成16年４月１日から施行する。（後略） 

附 則（平成16年３月26日条例第８号） 

この条例は、平成16年10月１日から施行する。 

附 則（平成17年３月28日条例第11号） 

この条例は、平成17年４月１日から施行する。 

附 則（平成17年９月21日条例第60号） 

この条例は、平成17年10月１日から施行する。 

附 則（平成18年９月28日条例第53号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成19年３月16日条例第９号抄） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成19年４月１日から施行する。（後略） 

附 則（平成22年３月19日条例第６号抄） 
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（施行期日） 

１ この条例は、平成22年４月１日から施行する。（後略） 

附 則（平成23年３月17日条例第５号） 

この条例は、平成23年４月１日から施行する。 

附 則（平成24年３月21日条例第８号抄） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成24年４月１日から施行する。（後略） 

附 則（平成26年３月20日条例第８号抄） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成26年４月１日から施行する。（後略） 

附 則（平成29年３月23日条例第７号抄） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成29年４月１日から施行する。 

附 則（平成31年３月19日条例第５号抄） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成31年４月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に

定める日から施行する。 

(１)～(４) （略） 

(５) 第１条中使用料及び手数料徴収条例別表第１、別表第２並びに別表第４の15の部、36の部、

58の部(５)の款、64の２の部備考(１)、65の部備考３(１)並びに66の部備考１(１)及び備考３

(１)の改正規定並びに第２条、第４条から第15条まで、第17条から第45条まで及び第47条から

第55条までの規定 平成31年10月１日 
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別表（第４条、第７条関係） 
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２ 

【兵庫県立文化会館の管理に関する規則】 

昭和45年４月１日教育委員会規則第16号 

改正 

昭和46年３月31日教育委員会規則第10号 

昭和46年12月28日教育委員会規則第20号 

昭和47年４月１日教育委員会規則第26号 

昭和47年９月30日教育委員会規則第29号 

昭和47年11月１日教育委員会規則第30号 

昭和50年３月31日教育委員会規則第14号 

昭和50年８月１日教育委員会規則第16号 

昭和51年８月１日教育委員会規則第12号 

昭和54年４月１日教育委員会規則第12号 

昭和62年４月１日教育委員会規則第８号 

平成４年10月26日教育委員会規則第19号 

平成15年３月25日教育委員会規則第７号 

平成16年３月26日教育委員会規則第14号 

平成22年３月31日教育委員会規則第６号 

平成23年３月29日教育委員会規則第８号 

平成26年３月28日教育委員会規則第７号 

兵庫県立丹波文化会館の管理に関する規則をここに公布する。 

兵庫県立文化会館の管理に関する規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、兵庫県立文化会館の設置及び管理に関する条例（昭和45年兵庫県条例第13号。

以下「条例」という。）第８条及び公の施設の指定管理者の指定等に関する条例（平成16年兵庫

県条例第２号）第４条の規定に基づき、兵庫県立文化会館（以下「文化会館」という。）の管理

に関して必要な事項を定めるものとする。 

（休館日） 

第２条 文化会館の休館日は、12月29日から翌年の１月３日までの日とする。 

２ 教育委員会は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する休館日を変更し、又は臨時の

休館日を定めることができる。 
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（開館時間） 

第３条 文化会館の開館時間は、９時から21時までとする。ただし、20時以降は、入館することが

できない。 

２ 教育委員会は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、開館時間を変更するこ

とができる。 

（施設の利用の許可等） 

第４条 条例第４条の規定により文化会館の施設を利用しようとする者は、文化会館利用許可申請

書（様式第１号。以下「利用許可申請書」という。）を教育委員会に提出しなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、利便施設を利用しようとする者は、教育委員会が指定する期間に、

文化会館利便施設利用許可申請書（様式第２号。以下「利便施設利用許可申請書」という。）に、

利便施設の利用計画を記載した図面その他教育委員会が必要と認める書類を添付して提出しなけ

ればならない。 

３ 教育委員会は、利用許可申請書又は利便施設利用許可申請書の提出があった場合において、利

用の許可を決定したときは、文化会館利用許可書（以下「利用許可書」という。）を申請者に交

付するものとする。 

４ 利便施設に係る利用許可書の交付を受けた者は、その利用の内容を変更しようとするときは、

あらかじめ文化会館利便施設利用内容変更承認申請書（様式第３号。以下「利便施設利用内容変

更承認申請書」という。）に、既に交付を受けた利用許可書その他教育委員会が必要と認める書

類を添えて、これを教育委員会に提出し、その承認を受けなければならない。 

５ 教育委員会は、利便施設利用内容変更承認申請書を受理した場合において、当該申請の内容が

やむを得ないものであると認めるときは、これを承認するものとする。この場合においては、第

３項の規定を準用する。 

６ 利用許可書の交付を受けた者は、その者の住所又は氏名（法人及び団体にあっては、所在地又

は名称）を変更したときは、速やかにその旨を教育委員会に通知しなければならない。 

（利用の許可の基準等） 

第５条 教育委員会は、前条第１項の利用許可申請書又は同条第２項の利便施設利用許可申請書の

提出があった場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、条例第４条第１項

の許可をしないものとし、その理由を付して当該申請をした者に文書で不許可の通知をするもの

とする。 

(１) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。 
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(２) 文化会館の施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。 

(３) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になるとき。 

(４) 前３号に掲げるもののほか、文化会館の管理上支障があるとき。 

２ 前条第３項の場合において、教育委員会は、文化会館の管理上必要があるときは、当該許可に

条件を付することができる。 

（利用料金の基準額） 

第６条 条例別表の規定により教育委員会規則で定める額は、別表に定めるとおりとする。 

（規制） 

第７条 文化会館に入場した者は、文化会館の秩序の維持並びに施設及び設備の管理上必要な指示

に従わなければならない。 

（管理） 

第８条 条例及びこの規則に基づく教育委員会の権限のうち、条例第７条第３項及び第４項並びに

次条の規定に基づく権限以外の権限は、条例第７条第１項に規定する指定管理者（以下「指定管

理者」という。）が行うものとする。 

（補則） 

第９条 この規則に定めるもののほか、文化会館の管理に関して必要な事項は、指定管理者が教育

委員会の承認を受けて定める。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和46年３月31日教育委員会規則第10号） 

この規則は、昭和46年４月１日から施行する。 

附 則（昭和46年12月28日教育委員会規則第20号） 

この規則は、昭和47年１月１日から施行する。 

附 則（昭和47年４月１日教育委員会規則第26号抄） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和47年９月30日教育委員会規則第29号） 

この規則は、昭和47年10月１日から施行する。 

附 則（昭和47年11月１日教育委員会規則第30号） 

（施行期日） 
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１ この規則は、公布の日から施行する。 

（兵庫県教育委員会事務局組織規則の一部改正） 

２ 兵庫県教育委員会事務局組織規則（昭和41年兵庫県教育委員会規則第１号）の一部を次のよう

に改正する。 

第５条第６号及び第10条第９号中「丹波文化会館」を「文化会館」に改める。 

附 則（昭和50年３月31日教育委員会規則第14号） 

この規則は、昭和50年４月１日から施行する。 

附 則（昭和50年８月１日教育委員会規則第16号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和51年８月１日教育委員会規則第12号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和54年４月１日教育委員会規則第12号抄） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和62年４月１日教育委員会規則第８号抄） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成４年10月26日教育委員会規則第19号） 

この規則は、平成４年11月１日から施行する。 

附 則（平成15年３月25日教育委員会規則第７号） 

この規則は、平成15年４月１日から施行する。 

附 則（平成16年３月26日教育委員会規則第14号） 

この規則は、平成16年４月１日から施行する。 

附 則（平成22年３月31日教育委員会規則第６号抄） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成22年４月１日から施行する。（後略） 

附 則（平成23年３月29日教育委員会規則第８号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成23年４月１日から施行する。 

（経過措置） 
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２ この規則の施行の日前に第１条又は第２条による改正前の兵庫県立但馬文教府の管理に関する

規則又は兵庫県立文化会館の管理に関する規則の規定によりなされた手続その他の行為は、改正

後の兵庫県立但馬文教府の管理に関する規則又は兵庫県立文化会館の管理に関する規則の相当規

定によりなされた手続その他の行為とみなす。 

附 則（平成26年３月28日教育委員会規則第７号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成26年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の日前に第２条から第４条まで、第６条及び第７条の規定による改正前のそれ

ぞれの規則の規定に基づき利用の許可を受けた者に係る使用料の額については、第２条から第４

条まで、第６条及び第７条の規定による改正後のそれぞれの規則の規定にかかわらず、なお従前

の例による。 

別表（第６条関係） 

西播磨文化会館体育室を平日に団体で利用する場合の利用料金の基準額 

利用時間 
９時から12

時まで 

13時から17

時まで 

18時から21

時まで 

９時から17

時まで 

13時から21

時まで 

９時から21

時まで 

金額 1,900円 2,200円 2,200円 4,100円 4,400円 6,300円

淡路文化会館体育室を平日に団体で利用する場合の利用料金の基準額 

利用時間 
９時から12

時まで 

13時から17

時まで 

18時から21

時まで 

９時から17

時まで 

13時から21

時まで 

９時から21

時まで 

金額 1,900円 2,200円 2,200円 4,100円 4,400円 6,300円
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様式第１号（第４条関係） 
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様式第２号（第４条関係） 

 



18 

 

様式第３号（第４条関係） 
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３ 

【敷地内図】 
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４ 

【施設図】 

  



21 

 

５ 

【建物・工作物一覧】 

１ 建物 

所 在 地 建 物 の 名 称 建面積 (延) 備   考 

淡路市多賀槇ヶ谷 本館 1,334.63 昭和 47 年 7 月 26 日 
 

別館 744.80 昭和 47 年 7 月 26 日 
 

講堂 717.57 昭和 47 年 7 月 26 日 
 

会館（プラザ等） 347.39 昭和 49 年 3 月 31 日 
 

体育館 1,137.01 昭和 55 年 4 月 27 日 

 

２ 工作物 

所 在 地 種 類 及 び 名 称 数 量 備   考 

淡路市多賀槇ヶ谷 門（鉄製） 2 個 昭和 57 年 10 月 7 日取得 

囲障（金網ﾌｪﾝｽ） 274.00m 昭和 51 年 3 月 30 日取得 

囲障（金網ﾌｪﾝｽ） 47.00m 昭和 57 年 10 月 7 日取得 

給水設備（給水配管外一

式） 

1 個 昭和 47 年 11 月 30 日取得 

築庭（築山） 1 個 昭和 47 年 10 月 31 日取得 

築庭（築山） 1 個 昭和 48 年 12 月 27 日取得 

築庭（花壇） 1 個 昭和 55 年 4 月 27 日取得 

築庭（花壇） 1 個 昭和 59 年 12 月 25 日取得 

池井（防水ｺﾝｸﾘｰﾄ造） 1 個 昭和 47 年 10 月 31 日取得 

舗床（ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装） 1 個 昭和 59 年 12 月 25 日取得 

照明設備（鋼管柱、外灯） 1 個 昭和 47 年 10 月 20 日取得 

消火設備（消火設備一式） 1 個 昭和 47 年 11 月 30 日取得 

浄化設備（鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造

（470 人槽）） 

1 個 昭和 47 年 10 月 20 日取得 

浄化設備（鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造

（480 人槽）） 

1 個 昭和 55 年 4 月 26 日取得 
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浄化設備（鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造

（合併汚水処理槽）） 

1 個 昭和 55 年 4 月 27 日取得 

浄化設備（鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造

（池の浄化設備）） 

1 個 昭和 60 年 3 月 30 日取得 

通信設備（電話設備（構内

引入用配管、ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ）） 

1 個 昭和 47 年 10 月 20 日取得 

通信設備（屋外放送設備

（配線ｹｰﾌﾞﾙ、ｽﾋﾟｰｶｰ）） 

1 個 昭和 47 年 10 月 20 日取得 

貯そう（貯油地下ﾀﾝｸ（鋼板

製）） 

1 個 昭和 47 年 11 月 30 日取得 

土留め（鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造） 1 個 昭和 47 年 10 月 20 日取得 

かまど及び炉（焼却炉） 1 個 昭和 61 年 3 月 31 日取得 

電気設備（電気設備一式） 1 個 昭和 47 年 10 月 20 日取得 

国旗掲揚柱（アルミ製ポー

ル） 

1 個 昭和 47 年 10 月 20 日取得 

国旗掲揚柱（鉄製ポール） 1 個 昭和 51 年 3 月 30 日取得 

国旗掲揚柱（アルミ製ポー

ル） 

1 個 昭和 55 年 4 月 27 日取得 

手足洗い場（鉄筋コンクリ

ート造） 

1 個 昭和 57 年 10 月 7 日取得 

バックネット（鉄骨） 1 個 昭和 51 年 3 月 30 日取得 

体育設備（ﾃﾆｽｺｰﾄ一式（ｸﾚｰ

ｺｰﾄ）） 

1 個 昭和 57 年 10 月 7 日取得 

体育設備（ﾃﾆｽ練習板（鉄筋

ｺﾝｸﾘｰﾄ造）） 

1 個 昭和 57 年 10 月 7 日取得 

体育設備（ｻｯｶｰｺﾞｰﾙ（角鉄

製）） 

1 個 昭和 51 年 3 月 30 日取得 

階段（鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造） 1 個 昭和 47 年 10 月 20 日取得 

階段（鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造） 1 個 昭和 58 年 3 月 31 日取得 

諸標（進入路標示板（鉄骨

ﾌﾟﾗｽﾃｨｯｸ両面看板）） 

1 個 昭和 60 年 3 月 16 日取得 

雑工作物（ﾎﾟﾝﾌﾟ室(ｺﾝｸﾘｰﾄ

ﾌﾞﾛｯｸ造）） 

1 個 昭和 47 年 10 月 20 日取得 
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雑工作物（自家発電設備(屋

外ｷｭｰﾋﾟｸﾙ型）） 

1 個 昭和 53 年 12 月 20 日取得 

雑工作物（ﾊﾝｷﾝｸﾞﾊﾞｽｹｯﾄ） ３個 昭和 59 年 4 月 1 日取得 

築庭（ｺﾞﾛﾀ石敷並、砕石、

景石） 

69.00m 昭和 62 年 3 月 31 日取得 

雑工作物（太陽電池時計） 1 個 昭和 63 年 3 月 31 日取得 

渡り廊下（鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造） 162.00

㎡ 

昭和 47 年 10 月 20 日取得 

雑工作物（ｶｰﾌﾞﾐﾗｰφ600） 1 個 平成 7年 8月 11 日取得 

体育設備（ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ） 2 個 平成 9年 3月 31 日取得 

車庫（鉄骨ｽﾚｰﾄ葺き車庫屋

根工事） 

1 個 平成 11 年 3 月 31 日取得 

諸標（施設案内板） 1 個 平成 13 年 3 月 31 日取得 

雑工作物 

（スチール焼付塗装） 

1 個 平成 18 年 3 月 28 日取得 

雑工作物 

（スチール焼付塗装） 

1 個 平成 18 年 3 月 28 日取得 

雑工作物 

（スチール焼付塗装） 

1 個 平成 18 年 3 月 28 日取得 

雑工作物 

（軽量鉄骨造、ｽﾚｰﾄ葺） 

1 個 昭和 60 年 1 月 30 日取得 
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６ 

【県有備品一覧表】 

数　　　量

1
1
15
5
68
28
22
1
3
2
1
15
6
1
1
1
1
8
1
12
1
4
1
3
1
14
200
60
3
1
106
4
1
1
1
26
1
1
1
2
2
1
8
4
1
1
18
12
1
15
1
1
1

(1) 備品

品　　　　名 形質・形式

賞状用の館長印 25mm平方　横彫り
両袖机 LDX1670-AB　ライオン
事務机　いす
脇机
会議机 ライオンデリカテーブル（M3チーク）
会議机
折りたたみ式会議テーブル
ミーティング用テーブル コクヨMT-51
ミーティングテーブルコネクティングシステム

ミーティングテーブル
スタッキングテーブル
会議机（小）
講演台
講演台 コクヨS-50
演台
演壇
演台
和室机
カウンター
事務椅子
事務用椅子 ライオンNO.551
パソコン用回転椅子 NO.287F
事務用椅子 CR-G150F4HA64W
事務用椅子 CR-G675F6
事務用椅子B型
会議椅子
会議椅子（スタッキングチェア）
スタッキング椅子
応接セット
応接セット
食卓用テーブル
パソコンデスク SUC-086F

書類保管庫
ワゴン SUC-126TW

エンドテーブル（パソコン用プリンター） SUC-043A
作業用テーブル
金庫 ピタゴラス110 IC・PTG1620

書庫 ライオン
スチール書庫 ライオン

スクールロッカー コクヨ8LK-HT18LF1
スクールロッカー コクヨ8LK-H12LF1
ロッカー12人用 ウチダ

カード保管庫
パンフレットスタンド ZR-PS113
パンフレットケース PA4-230N
イトーキビデオテープキャビネット BSV-25-WE
衣類保管庫
展示ケース
倉庫
書庫
書庫 WK-76S
書庫 365N
書庫 540N
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1
9
11
1
1
15
4
6
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
4
1
1
6

スチールロッカー コクヨVM-S79SSWNN

NAS バッファローTS3400DN0404

サーマルカメラ FDR-AX62

書庫 545N
ホームラック コクヨHR-5F1
木製書庫
木製書庫 SQ・BS85H

テレビ台

木製書庫 SQ・BS60H

鍵・印箱
清掃箱

ポスタープリンター 2000WIDE
断裁機 ライオンNO.615

スロープ台
映写台
アルミ三脚

カメラ ペンタックスエスピオ140M
デジタルカメラ POWER SHOT A75
DVDビデオカメラ DZ-MV580
デジタルカメラ ニコンC72540

O・H・P
プロジェクター ELP-820

ビデオカメラ FDR-AX60
赤外線サーモグラフィー E4　Wi-Fi　2-8605-11

プロジェクター ELP-1705

DVD（空から見た兵庫県）
DVD（淡路の人形浄瑠璃）

プロジェクター LV-WU360

DVD（古寺巡礼）
DVD（産業公園淡路）
DVD（ひょうご空の旅）
DVD（ふるさと紀行淡路編）
DVD（ふるさと紀行丹波但馬編）
DVD（ふるさと紀行摂津編）
DVD（ふるさと紀行東播磨編）
DVD（ふるさと紀行西播磨編）
DVD（兵庫-詩情のふるさと-）
DVD（兵庫ニュース「瀬戸内海を美しく」）
DVD（兵庫ニュース「新春を祝う」）
DVD（兵庫ニュース「淡路文化会館ｵｰﾌﾟﾝ」）

DVD（恵比寿舞）
DVD（五尺踊り）
三脚（ＶＴＲ用）

パソコン DELLノートﾊﾟｿｺﾝ

カセットレコーダー
DVDレコーダー DVRW200
DVDデッキ シャープDVIIRW35

パソコンソフト ﾌｫﾄｼｮｯﾌﾟ6.0
パソコンソフト ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞﾋﾞﾙﾀﾞｰver6ﾄｸﾄｸﾊﾟｯｸ

パソコンソフト ﾉｰﾄﾝｲﾝﾀｰﾈｯﾄｾｷｭﾘﾃｨ

車椅子

パソコンソフト ｱｸﾛﾊﾞｯﾄﾘｰﾀﾞｰ6.0
パソコンソフト ﾏｲｸﾛｿﾌﾄﾊﾟﾌﾞﾘｯｼｬｰver2002

手押し車
道具運搬車
マット運搬車
台車
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19
2
3
12
4
10
6
15
2
2
34
1
2
1
2
1
1
2
1
2
2
1
1
8
1
1
1
1
1
7
1
2
2
1
2
3
1
5
3
1
1
1
1
2

1,722
2
1
1
2
2
1
1
1
8
1
7
1

チェアポーター M型
生涯学習情報ファイル
タンス
パーテーション（美術展示室）
衝立（間仕切り）
ＦＫパネル
ＦＫポール

パネル トップパネルSUC-08TP-B
耐震ポール 平安伸銅

パネル サイドパネルSUC-SP-B
表示板
黒板
掲示板 HB-TIN
スタンド式掲示板 NR31
ホワイトボード ｳﾁﾀﾞ6-191-2000
ホワイトボード ｳﾁﾀﾞ6-191-2010
額（知事揮毫）
テレビ ﾅｼｮﾅﾙTH-21ZX3
テレビ ﾅｼｮﾅﾙTH-25EA1
テレビ 小型ﾃﾚﾋﾞﾃﾞｵ
テレビ ﾋﾞﾃﾞｵﾃﾚﾋﾞ VTI7DV30

池掃除用ポンプ

テレビ ｼｬｰﾌﾟ液晶ﾃﾚﾋﾞ LC-13K10S
テレビ ﾊﾟﾅｿﾆｯｸﾌﾟﾗｽﾞﾏﾃﾚﾋﾞ　TH-42PZ700SK
講堂照明器具

塗盆（賞状用）
下駄箱
賞状盆
シューズボックス SB-093SN
炊飯器
炊飯器 ﾘﾝﾅｲRR-50S

冷凍冷蔵庫 NR-1317T1

湯沸器

オーブンレンジ NE-J2
湯沸器 パロマPH-5BV

調理台
流し台
食器棚

機械作業工具
二連はしご

舞台上照明機器
研磨機

草刈機
草刈機 ﾔﾝﾏｰSRYBZ253A
閲覧用図書
バレー支柱
バレーボールネット
ジャバラ式バスケット台
練習用バスケット台
ボールかご
テニスポスト
テニス用床金具
中央用防球ネット
防球ネット
移動式バックネット（野球用）
防球ネット（テニス）
硬式テニスネット
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8
2
1
2
1
6
2
4
3
2
2
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
2
4
1
1
1
1
2
2
4
2
6
36
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1

１００号　安岡義春
２５号　　酒井銀河
６号　　　大橋良三
２５号　　三浦市太郎

40*51　　 宗虎亮
150*50　　松野城陽
３０号　　奥田雀草
１０号　　奥田雀草
　　　　　楽谷牧邨
　　　　　谷口紘也

鳥と石　　桂修

90*57　　 樽井真邦
90*200　　宗虎亮

絵画
絵画
絵画

彫刻台座
彫刻
かくし絵
写真
写真
写真（カラー）
書
俳画
俳画
絵画
絵画
絵画

ﾅｼｮﾅﾙWM329
ﾅｼｮﾅﾙWM332

卓上台付き
ﾅｼｮﾅﾙWN173

デジタル簡易無線機 IC-DPR4CLITE

卓球台
ライン引き

マイク（スタンド共）
ワイヤレスマイク
マイク
マイク

ローラー
けんばん楽器
携帯電話 NTTﾄﾞｺﾓ　F-10B

ダイナミックマイク

アンプ
ワイヤレスチューナー
プレーヤー
メガフォン
マイクロフォン

コンデンサーマイク

マイクスタンド
拡声器
ワイヤレスマイク（視）
ワイヤレスマイク（体）
ワイヤレスマイク ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ WX-4212C　ﾊﾝﾄﾞﾍﾙﾄﾞ
ワイヤレスマイク ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ WX-4370B　ﾍｯﾄﾞｾｯﾄ型
警報器
レーザーディスクシステム
モニタースピーカー EVZXI-90
ファンコイルユニット 三菱2V-600FE
エアコン CS-BA22S
エアコン CS-AG25K
エアコン
エアコン
ガスストーブ R-1290PMSZ
ガスストーブ R-1290VMSⅢ
ガスストーブ ﾘﾝﾅｲR-891VMSⅢ
コタツ
扇風機
消火器 ABC10型
自動体外式除細動器
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数　　　量

1
1
1淡路人形　大歳敏秋

淡　　　　宮本光庸
フィロス　竹内巌　彫塑

彫塑
絵画

(2) 重要物品

品　　　　名 形質・形式
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７ 

【令和４年度スタッフ配置状況】 

役職 職員数 主な業務 

館長 
１名 

(非常勤嘱託員１) 
施設運営の統括 

副館長 １名(正規１) 
総務事務の総括、職員の身分取扱、文化会館

事務の調整 

主事 １名(正規１) 
施設の管理運営全般、庶務、会計経理、 

給与等、財産・備品の維持管理 

生活創造活動 

専門員 
１名(正規１) 

生活創造活動に関する講座の開催、生活創造

グループ・団体活動支援業務 

文化専門員 ３名(正規３) 
文化及びスポーツに関する講座の開催、地域

文化団体事務局に関する業務 

主任技師 １名(正規１) 
冷暖房機器の運転管理、公用自動車の運転管

理 

受付事務員 

２名 

(非常勤嘱託員１) 

（日々雇用職員１） 

利用受付案内、予約管理、文書管理に関する

業務 

庁舎管理事務

員 

３名 

(非常勤嘱託員３) 

夜間における利用受付案内、その他庶務に関

する業務 

計 
１３名 

(正規７、非常勤６) 
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８ 

【管理経費等実績額調（令和２～４年度）】 

                               （単位：千円） 

区分 
光熱水費 

通信費 ＨＰ運営費 
電気代 ガス代 水道代 

令和２年度 2,305 156 473 407 309 

令和３年度 2,072 88 428 430 121 

令和４年度 3,911 142 379 473 121 
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９ 

【令和４年度修繕料の明細表】           （単位：円） 

内   容 金   額 

印刷室輪転機排紙フェンス等修理 3,400 

和室スペース空調機修理 77,000 

事務室空調機修理 8,800 

体育外トイレフラッシュバルブ修理 21,450 

本館・別館通路軒裏露筋補修工事 163,350 

資料室空調機修理 719,950 

伐採木清掃作業工事 14,218 

舗装穴あけ作業工事 8,168 

講堂電気幹線配線改修工事 9,790,000 

印刷機修理 21,560 

LP ガス調整器更新取付交換 57,200 

体育館内放送スピーカー修繕 125,400 

本館１階トイレ手洗排水つまり点検修理 6,600 

講堂舞台幕開閉装置修繕 52,250 

多目的グラウンド整地工事 54,450 

別館出入口ドア修繕 22,000 

消防設備更新（消火器・誘導灯） 407,330 

  11,553,126 

 

※令和５年度において、指定管理者公募化に向けた大規模修繕（設備更新等）を実施中。 
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10 

【利用人数実績（令和２～４年度）】                 （単位：人） 

 

講堂 会議室 視聴覚教室 調理教室 体育室 美術展示室 グラウンド 生活創造プラザ

4月 0 20 2 0 60 0 82 43 19 62 144

5月 0 0 0 0 107 0 107 15 3 18 125

6月 338 46 50 0 338 0 772 209 175 384 1,156

7月 274 106 22 0 152 398 952 626 247 873 1,825

8月 78 55 12 0 160 593 898 561 168 729 1,627

9月 251 41 40 0 110 369 811 426 316 742 1,553

10月 516 88 111 0 287 1,166 2,168 560 413 973 3,141

11月 331 74 78 0 312 812 1,607 601 393 994 2,601

12月 103 99 76 9 79 434 800 447 372 819 1,619

1月 228 94 60 6 50 772 1,210 453 355 808 2,018

2月 194 112 53 0 25 728 1,112 810 318 1,128 2,240

3月 297 76 27 0 574 985 1,959 567 367 934 2,893

2,610 811 531 15 2,254 6,257 12,478 5,318 3,146 8,464 20,942

4月 91 65 34 0 273 473 936 193 400 593 1,529

5月 25 29 19 0 225 354 652 185 155 340 992

6月 315 163 101 0 494 1,509 2,582 479 374 853 3,435

7月 607 88 73 0 282 895 1,945 475 533 1,008 2,953

8月 437 162 50 0 335 1,318 2,302 788 354 1,142 3,444

9月 169 77 48 0 290 869 1,453 163 320 483 1,936

10月 396 117 138 0 260 136 1,047 376 634 1,010 2,057

11月 344 78 45 0 447 1,392 2,306 419 534 953 3,259

12月 376 214 131 10 178 836 1,745 268 595 863 2,608

1月 231 128 137 20 189 1,045 1,750 294 515 809 2,559

2月 140 106 88 0 84 800 1,218 276 397 673 1,891

3月 632 95 82 0 536 990 2,335 302 339 641 2,976

3,763 1,322 946 30 3,593 10,617 20,271 4,218 5,150 9,368 29,639

4月 337 62 136 0 277 466 1,278 597 516 1,113 2,391

5月 545 171 110 12 348 913 2,099 573 454 1,027 3,126

6月 420 245 132 6 204 833 1,840 460 649 1,109 2,949

7月 504 155 136 58 494 1,087 2,434 460 781 1,241 3,675

8月 50 148 89 0 10 1,050 1,347 577 101 678 2,025

9月 369 151 83 13 389 1,263 2,268 493 618 1,111 3,379

10月 1,168 236 177 57 206 1,573 3,417 2,780 654 3,434 6,851

11月 289 134 92 10 274 1,182 1,981 578 576 1,154 3,135

12月 197 92 123 38 262 800 1,512 312 603 915 2,427

1月 305 53 83 78 56 649 1,224 572 573 1,145 2,369

2月 552 126 126 11 300 1,032 2,147 410 720 1,130 3,277

3月 527 67 54 71 633 1,028 2,380 445 728 1,173 3,553

5,263 1,640 1,341 354 3,453 11,876 23,927 8,257 6,973 15,230 39,157

R4年度

合　計

合　計
無料施設

合　計

R3年度

合　計

有料施設
小　計区　分 小　計

R2年度
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11 

【利用料金収入実績・稼働率(令和２～４年度)】 

１ 令和２年度 

区 分 
使用料収入 

(円) 

稼働件数 

 ａ 

利用件数 

ｂ 

稼働率 

ｂ／ａ＊100 

講 堂 158,400 936 106 11.3% 

会議室 25,400 936 83 8.9% 

美術展示室 0 624 352 37.6% 

視聴覚教室 60,500 936 122 13.0% 

調理教室 2,100 936 3 0.3% 

体育室 339,200 936 179 19.1% 

多目的グラウンド 0 436 57 8.3% 

グラウンド 0 436 134 19.5% 

合計 585,600 6,176 1,036 16.7% 

 

２ 令和３年度 

区 分 
使用料収入 

(円) 

稼働件数 

 ａ 

利用件数 

ｂ 

稼働率 

ｂ／ａ＊100 

講 堂 169,200 1,026 116 11.3% 

会議室 45,900 1,026 104 10.1% 

美術展示室 0 684 508 74.2% 

視聴覚教室 55,900 1,026 123 12.0% 

調理教室 3,000 1,026 4 0.4% 

体育室 535,500 1,026 292 28.5% 

多目的グラウンド 0 746 51 6.8% 

グラウンド 0 746 163 21.8% 

合計 809,500 7,306 1,361 18.6% 

 
３ 令和４年度 

区 分 
使用料収入 

(円) 

稼働件数 

 ａ 

利用件数 

ｂ 

稼働率 

ｂ／ａ＊１０

０ 

講 堂 139,200 1,071 117 10.9% 

会議室 37,200 1,071 114 10.6% 

美術展示室 0 714 540 75.6% 

視聴覚教室 64,500 1,071 136 12.7% 

調理教室 22,500 1,071 31 2.9% 

体育室 521,600 1,071 343 32.0% 

多目的グラウンド 0 776 88 11.3% 

グラウンド 0 776 173 22.0% 

合計 785,000 7,621 1,542 20.2% 
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【各年度の基準額（指定管理料）】 

指定管理料の金額については、次の各年度の基準額を上限とする範囲内で提案すること。 

また、年度ごとの基準額を超える提案は、資格審査で失格となるので十分留意すること。 

年度 基準額 

令和６年度 ６１，３３６，０００円 

令和７年度 ６１，３３６，０００円 

令和８年度 ６１，３３６，０００円 

令和９年度 ６１，３３６，０００円 

令和 10 年度 ６１，３３６，０００円 

 

 

※基準額は確定予算ではありません。 

  また、兵庫県議会の議決が得られなかった場合及び否決された場合等には、県と指定管 

理者が協議の上、指定管理料を変更することがあります。 
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【生活創造情報プラザ関連資料】 
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14 

【施設利用の手引き】 
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15 

【令和４年度高齢者大学年間講座】 

 

令和４年度 いざなぎ学園大学 年間講座（４年制） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 4月20日 水

② 4月27日 水

③ 6月1日 水

④ 6月15日 水

⑤

⑥

⑦ 7月6日 水

⑧ 7月13日 水

⑨ 9月7日 水

⑩ 9月14日 水

⑪ 10月19日 水

⑫ 11月9日 水

⑬ 11月30日 水

⑭ 12月7日 水

⑮ 1月18日 水

⑯ 1月25日 水

⑰ 2月15日 水

⑱ 3月1日 水

⑲ 3月8日 水

6月22日 水

【午後】　環境美化

淡路島を造り上げた活断層と大地震

淡路文化会館50周年記念事業（記念講演含む）

スマホと情報モラル・消費者トラブル

戦後政治史その２　田中角栄退陣から現在まで

今日から出来るセルフマネジメント
※兵庫教育大学との連携事業

１年生 ２年生 ３年生 ４年生
回

講　　座　　内　　容　　等
講座日

入学式・開講式・全体オリエンテーション　（記念講話含む）

「鉄」から見た国生みの島・淡路

バイオリンと筝による入門鑑賞会

交通安全 高齢者の食と運動 グリーンボランティア 応急処置等

【午前】　鎌倉殿の13人①

鎌倉殿の13人②

淡路島の未来の姿
～あわじ環境未来島構想と地域ビジョン2050～

地域活動と音楽

講談「徳川家康　危機一髪物語」

身体を動かして健康寿命を延ばそう

地域防災

修了式・閉講式

淡路島の地震の歴史
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令和４年度 いざなぎ学園大学 年間講座（大学院） 

 

 

 

 

１年生 ２年生

① 4月20日 水

② 5月13日 金
【基礎講座】

地域づくり活動基礎①
【応用講座】
企画書づくり

③ 5月20日 金
【課題演習】
淡路探求講座

【実践演習】
グループ実践演習①

④ 5月27日 金
【課題演習】
実践実習講座

【実践演習】
グループ実践演習②

⑤ 6月10日 金
【基礎講座】

企画運営の手法
【応用講座】
企画書検討

⑥ 6月24日 金

【事例研究】
現地視察①
「沼島」

【実践活動】
現地視察①

「淡路人形浄瑠璃」

⑦ 7月8日 金
【課題演習】
淡路探求講座

【実践演習】
実践検証①
「校歌について」

⑧ 8月19日 金
【課題演習】
実践実習講座

【実践演習】
実践検証②

「塩づくりについて」

⑨ 9月2日 金
【課題演習】
実践実習講座

【実践演習】
グループ実践演習③

「北淡歴史民俗資料館を訪ねて」

⑩ 9月9日 金
【課題演習】
淡路探求講座

【実践演習】
グループ実践演習④

「廃校跡地利用を通しての地域の活性化に
ついて」

⑪ 9月30日 金

【事例研究】
現地視察②

「五斗長垣内遺跡　他」

【実践演習】
現地視察②

「日本遺産　伊弉諾神宮探訪」

⑫ 10月7日 金
【課題演習】
実践実習講座

【実践演習】
グループ実践演習⑤

「移住者の方々を囲んで」

⑬ 10月21日 金
【課題演習】
淡路探求講座

【実践演習】
グループ実践演習⑥
「淡路瓦」「松帆銅鐸」

⑭ 11月4日 金
【事例研究】
研修旅行

【実践活動】
研修旅行

⑮ 11月9日 水

【基礎講座】
淡路文化会館50周年記念事業

（記念講演を含む）

【応用講座】
淡路文化会館50周年記念事業

（記念講演を含む）

⑯ 11月18日 金
【課題演習】
実践実習講座

【実践演習】
グループ実践演習⑦

⑰ 12月9日 金
【課題演習】
活動検証・考察

【実践演習】
実践検証③

⑱ 1月13日 金
【基礎講座】

地域づくり活動基礎②
【実践演習】
論文作成①

⑲ 1月20日 金
【課題演習】
まとめ作成①

【実践演習】
活動のまとめ

⑳ 2月3日 金
【課題演習】
まとめ検証

【応用講座】
論文作成②

㉑ 2月17日 金
【課題演習】
まとめ作成②

【実践演習】
論文作成③

㉒ 3月8日 水 修了式・閉講式・実践発表

回 講座日
講　　座　　内　　容　　等

入学式・開講式・全体オリエンテーション　（記念講話含む）


